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 ●災害時の時系列的な経過に応じた対策を解説。

 ●いきなり完璧を目指すのではなく、少しの工夫、一つひと
 つの積み重ねで効果を発揮する対策例を多数紹介。

 ●一般的な学校の対応に加え、特別支援学校に特化した対策
を随所に掲載してインクルーシブ教育へのヒントを提供。

 ●長年、学校現場で防災指導に携わってきた学識者や、学校
管理職として防災管理・防災教育を実践してきた教員によ
 る実務書。管理職、学校安全主任・防災主任必読！

本書の特長

安否確認、引き渡し
はどうする？

効果的な訓練・
研修を計画したい

どこを点検して、
どんな対策をとる？

はしがき（抜粋）

2011年3月11日に発生した東日本大震災は、学校に児童生徒がいる時間に発生した地震であり、学校が児童生徒への避難を
指示し、安全確保を行う必要性が生じたことで、まさに日頃からの学校の体制や準備が試された地震でありました。
岩手県釜石市立釜石東中学校や鵜住居小学校など多くの学校では、平時からの弛まぬ努力と適切な判断によって多くの児童
生徒の命が守られたことは周知の事実です。一方で、石巻市立大川小学校では、74名の児童と10名の教職員が尊い命を落とす
など、極めて深刻な被害が発生しました。
大川小学校の一連の裁判では、2018年4月の仙台高裁判決において、当時の教職員の判断にとどまらず、学校は事前に避難
場所や経路を定めておくべきといった事前防災対策の不備に言及した判決が下されました。その後、仙台高裁判決が確定したこ
とで、これまで発災時の退避訓練や安全対策にとどまっていた学校の防災対策について、事前防災対策を充実させるべく抜本的
に見直すことが急務となりました。
具体的には、学校が災害にどう備えるのかについて、①学校や学区域における被災可能性を把握すること、②災害時の時系列
的な経過に応じた対策をとること、さらに、③これらに資する事前の対策と訓練、また、④児童生徒や教職員が想定外を考え自ら
考え行動できる社会対応力の育成が必要となります。
そこで本書では、各学校で防災・減災に対応できる視点を具体的に示すこととしました。多くの事柄を一度にやろうとせずとも、
各教職員が気付いた時間、場所で実行し、校内で共有することで組織としての防災力向上につなげることができます。また、教職
員が地域を知ること、地域と協力すること、保護者と情報を共有することが大切であることも示唆しました。さらには、特別支援学
校の視点も加え、今後、更に進むインクルーシブ教育への対応のヒントともなっています。学習も運動も児童生徒と教職員の安全・
安心があってこそ成立するものです。未来を創る児童生徒を育てるための基盤として、防災・減災を後回しにすることなく推進して
いきましょう。 2024年9月 編著者

詳細は
こちら！
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66ー知識・情報編

気象警報・気象情報
等

○ 気象庁は、気象の状況や見通しに応じて、 以下のような防災気象情報を発

表し、警戒や注意の呼びかけを行う。

気象情報
　警報・注意報に先立って注意・警戒を呼びかけたり、警報・注意報の発表

中に現象の経過、予想、防災上の留意点等を解説したりするために発表する。

早期注意情報（警報級の可能性）

　警報級の現象が 5 日先までに予想されるときには、その可能性を［高］［中］

2 段階で発表する。

記録的短時間大雨情報

　数年に一度の大雨を観測した場合に発表する。実際に猛烈

な雨が降ったことにより、 土砂災害、浸水害、洪水災害の発

生が切迫した危険な状況で

あることを意味する。

特別警報・警報・注意報

　防災関係機関の活動や住民の安全確保行動の判断を支援するため、発生の

おそれがある気象災害の重大さや可能性に応じて特別警報・警報・注意報を

発表する。

特別警 報
暴風､ 暴風雪､ 大雨（土砂災害､ 浸水害）､

大雪､ 高潮､ 波浪

重大な災害の起こるおそれ

が著しく大きい場合に発表

警　報
暴風､ 暴風雪､ 大雨（土砂災害､ 浸水害）､

大雪､ 高潮､ 波浪､ 洪水

重大な災害の起こるおそれ

がある場合に発表

注意報
強風、風雪、大雨、大雪、高潮、波浪、洪

水、雷、濃霧、乾燥、なだれ、霜、低温、

着雪、着氷、融雪

災害の起こるおそれがある

場合に発表

『特別警報』のイメージ
大雨・洪水警報等が発表されたときには、実際にどこでどのような危険度が高まっているの

か「キキクル」（危険度分布）（➡p. 9 ）で把握することができる。

気象庁「気象警報・
注意報」

https://www.jma
.go.jp/jp/warn/

出典：気象庁ホー
ムページ

大雨
数十年に一度の大雨とな

るおそれが大きいときに

発表

津波
内陸まで影響が及ぶ大

津波のおそれが大きい

ときに発表

噴火
居住地域に影響が及ぶ大き

な噴石や火砕流等のおそれ

が大きいときに発表

26ー発生時（初動）の危機管理編

熱中症対策と発生時の対応

重症度 症　状 対　処 医療機関への受診めまい・立ちくらみ・こむら返り・大量の汗
頭痛・吐き気・体がだるい・体に力が入らない・集中力や判断力の低下
意識障害（呼びかけに対し反応がおかしい・会話がおかしいなど）・けいれん・運動障害（普段どおりに歩けないなど）

涼しい場所へ移動・安静・水分補給

涼しい場所へ移動・体を冷やす・安静・十分な水分と塩分の補給

涼しい場所へ移動・安静・体が熱ければ保冷剤などで冷やす

症状が改善すれば受診の必要なし
口から飲めない場合や症状の改善が見られない場合は受診が必要
ためらうことなく救急車（119）を要請

熱中症の分類と対処方法

熱中症の応急手当（日陰で行う）

熱中症の冷却

飲めるようであれば
水分を少しずつ頻繁
に取らせる

消防庁『熱中症対策リーフレット』より引用し、一部改変

環境省『熱中症予防情報サイト』より引用し、一部改変

■運動に関する指針
気温

（参考）
暑さ指数

（WBGT） 熱中症予防運動指針
35℃以上 31以上 運動は原則中止 特別の場合以外は運動を中止する。特に子供の場合には中止すべき。

31～
35℃ 28～31

厳重警戒
（激しい運動は
中止）

熱中症の危険性が高いので、激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。10～20分おきに休憩をとり水分・塩分の補給を行う。暑さに弱い人※は運動を軽減又は中止。
28～
31℃ 25～28 警戒

（積極的に休憩）

熱中症の危険が増すので、積極的に休憩をとり適宜、水分・塩分を補給する。激しい運動では、30分おきくらいに休憩をとる。
24～
28℃ 21～25

注意
（積極的に水分
補給）

熱中症による死亡事故が発生する可能性がある。熱中症の兆候に注意するとともに、運動の合間に積極的に水分・塩分を補給する。
24℃未満 21未満 ほぼ安全

（適宜水分補給）
通常は熱中症の危険は小さいが、適宜水分・塩分の補給は必要である。※暑さに弱い人：体力の低い人、肥満の人や暑さに慣れていない人など

脇の下、太ももの付け根などを冷やす
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26ー発生時（初動）の危機管理編

熱中症対策と発生時の対応

重症度 症　状 対　処 医療機関への受診
めまい・立ちくらみ・こむら返り・大量の汗
頭痛・吐き気・体がだるい・体に力が入らない・集中力や判断力の低下
意識障害（呼びかけに対し反応がおかしい・会話がおかしいなど）・けいれん・運動障害（普段どおりに歩けないなど）

涼しい場所へ移動・安静・水分補給

涼しい場所へ移動・体を冷やす・安静・十分な水分と塩分の補給

涼しい場所へ移動・安静・体が熱ければ保冷剤などで冷やす

症状が改善すれば
受診の必要なし
口から飲めない場
合や症状の改善が
見られない場合は
受診が必要

ためらうことなく
救急車（119）を要
請

熱中症の分類と対処方法

熱中症の応急手当（日陰で行う）

熱中症の冷却
飲めるようであれば
水分を少しずつ頻繁
に取らせる

消防庁『熱中症対策リーフレット』より引用し、一部改変

環境省『熱中症予防情報サイト』より引用し、一部改変

■運動に関する指針
気温

（参考）
暑さ指数
（WBGT） 熱中症予防運動指針

３5℃以上 ３1以上 運動は原則中止 特別の場合以外は運動を中止する。特に子供の場合には中止すべき。

３1～
３5℃ 28～３1

厳重警戒
（激しい運動は
中止）

熱中症の危険性が高いので、激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。10～20分おきに休憩をとり水分・塩分の補給を行う。暑さに弱い人※は運動を軽減又は中止。
28～
３1℃ 25～28 警戒

（積極的に休憩）

熱中症の危険が増すので、積極的に休憩をとり適宜、水分・塩分を補給する。激しい運動では、３0分おきくらいに休憩をとる。
2４～
28℃ 21～25

注意
（積極的に水分
補給）

熱中症による死亡事故が発生する可能性がある。熱中症の兆候に注意するとともに、運動の合間に積極的に水分・塩分を補給する。
2４℃未満 21未満 ほぼ安全

（適宜水分補給）
通常は熱中症の危険は小さいが、適宜水分・塩分の補給は必要である。※暑さに弱い人：体力の低い人、肥満の人や暑さに慣れていない人など

脇の下、太ももの付け根などを冷やす
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35第3節 点検と対策
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地
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え
る
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理

　特別教室には、様々な備品や設備が設置されていま
すので、これらに有効な対策を行いながら、授業にで
きる限り支障がないよう配慮も必要です。原則は通常
教室と同じですが、更なる工夫や、授業内容に応じた
踏み込んだ対応が必要となります。
　例えば、家庭科室の場合、授業で使う皿やカップを
収めた食器棚、冷蔵庫、電子レンジ、オーブンなど様々
な機器がありますので全てを固定することは難しいで
しょう。普段使わないものは、準備室での保管や作業
台下の収納にしまうことがベストです。それができな
い場合は、設置場所を工夫することで教室内に安全地
帯をつくります。例えば、教室後方などにこれら機器
をまとめ、前方には落下や転倒の心配がない「安全地
帯」をつくります（図表１ｰ８参照）。とっさのときには、教室前方に集まって机の下に潜
り込むなど安全姿勢をとります。機器の固定と合わせて安全地帯を設置することで、いざ
というときの対策をとっていきます。

3 特別教室での対策
授業内容に応じた対策1

教卓

前方の安全地帯へ
退避

食器棚

冷
蔵
庫
↓

電
子
レ
ン
ジ
、
オ
ー
ブ
ン
↓

図表1ー8

写真1ー9　特別教室の対策例

❶使用頻度の低い機器は準備室か収納へ格納する。可能なものは固定する

扉のない棚はネットなどで飛び出しを
防ぐ
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　特別支援学校では、一般的な備蓄に加えて、障害特性に応じて必要な備蓄を洗
い出す必要があります。保護者への引き渡しに数日かかることも念頭に準備して
おきましょう。

　災害時に入手が困難な薬や衛生品、特殊な備蓄食は、家庭と協力し、学校に数
日分、家庭には１か月分程度の備蓄があると安心です。古いものから使用するロー
リングストックを行いましょう。電源、予備バッテリーなど、命に直結するもの
は必ず学校にも備蓄するか毎日持参してもらいましょう。スクールバスにも、一
日車内や避難先で過ごせる備蓄をしておきます。

　学外に避難する場合、こうした持ち出し品の運搬に人員が割かれます。訓練を
行って、持ち出し品の担当者も教職員の役割分担に組み込んでおくとよいでしょ
う。学校が危険区域にある場合は、二次避難先に一部の備蓄品を置くことができ
ないか交渉してみることも一案です。

・共通のものと個別性の高いものをそれぞれ準備する
・電源、衛生品、薬など命に直結する物資の備蓄を優先する�
・アレルギー・こだわりに対応した備蓄食を食べ慣れておく

特 別 支 援 学 校 で の 対 策

写真1ー3　医療的ケアが必要な子どもの持ち出し品対策例

薬や物品の定期的な確認
消費期限の確認・新しい物との入替えなど、薬
や物品が届いたときに行う

バッグの中の見取り図
 医療や福祉用語に詳しくない人などにも
探してもらいやすいように工夫する
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行動を網羅した計画としては、よくできている部分もある一方で、実際にはその細部を詰
め、対策をとらないと実効性を発揮できない部分も少なからずあります。ここでは、その
ような内容について具体的に示し、マニュアル作成時のポイントを指摘していきます。
　例えば、２⑴で「校内放送で避難を指示」とありますが、多くの災害では、校内放送は
使えないことの方が多いと予想されます。そのため、「万一、放送が使えない場合は、携帯
用拡声器で指示を出す」とあり、まさにその状況が実際の災害発生時に近いといえます。

２. 大きな揺れがおさまったら

　 ⑴ 教頭

　　　・  学校長の指示を得て、（学校長不在の場合は状況判断を急ぎ）校内放送で避難を指示

　　　　（万一、放送が使えない場合は、携帯用拡声器で指示を出す）
　　　　 「地震発生・地震発生、余震がくるおそれがあります。紅白帽子、座布団などで頭を守っ

て、あわてず、指示に従って（万一、火災も発生していたらその場所を避ける指示を入

れる）（＊＊＊＊＊）へ避難しなさい。」　
　 ⑵ 教職員

　　　・火を消す、ガスの元栓を閉める。電源を切る。
　　　・ドア（窓）を開けて避難路を確保する。
　　　・児童に帽子や座布団をかぶらせ頭部を保護する。
　　　・校舎の軒下を避けて、避難場所に誘導する。
　　　・「おさない・走らない・しゃべらない」

３. 被害状況の確認

　 ⑴ 学校長

　　　・児童、教職員の安否確認

　　　・学年主任、教頭　　人数・安否確認、報告

　　　・救護　　　　　　　負傷者の確認と応急手当、報告

　　　・避難確認　　　　　出火の確認、報告

　 〔必要に応じて〕
　　　・二次行動の指示　　係主任集合　　（救護・防火・搬出・警備）

拡声器はどこに？ すぐに取り出せるか？

安否確認の方法、現在の人数把握は
正確にできているか？

校庭の場合、荒天時はどうするか？

状況確認、自主防災組織との連携、市教委、防災無線による消防署との連携により情
報収集

児童の帰宅・保護者への引き渡しについて協議・指示

相手はどこの誰？ 何をどうするのか？

どこでどんな方法で？ 連絡はどのように？

とっさに操作できるか？

図表1ー4　避難行動マニュアルの実例とチェックポイント（その1）
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